
３月６日（火）午後２時から４時まで
イオンモール太田２Ｆ Right-on前

行政に関する苦情や要望、身近な悩み事はありませんか？
あなたの街の行政相談委員が相談に応じます。お気軽にご相談下さい。

行政相談に関するお問い合わせ：０２７－２２１－１１００ （群馬行政相談センター）



皆さんは、毎日のくらしの中で
何か不満を感じたり、悩んだりしていませんか。
行政相談委員は、総務大臣から委嘱された
民間有識者で、皆さんの相談相手として、
国の仕事に関する苦情などの相談を受け付け、
助言や関係行政機関に対する通知などを行い、
苦情の解決や要望の実現を図っています。

役所の手続やサービスなどについて、

・困りごとがあるが、どこに相談してよいか分からない

・役所の説明や事務の取扱いに納得できない

・制度や仕組みが分からない

など苦情や意見・要望を無料で、秘密を厳守してお聴きしています。

特設行政相談所のほかにも、行政相談委員は市役所や公民館等において、
定例行政相談所を開催しています。ぜひお気軽にご相談ください！

行政相談委員 開催日 時間 場所

野口　静子

浅海　崇夫

園田　京子

井上　惠津子 毎月第1金曜日 9:30 ～ 11:30 尾島行政センター

下酒井　栄一 毎月第2木曜日 13:30～15:30 新田福祉総合センター

小久保　忠雄 毎月第4木曜日 9:30～11:30 藪塚本町中央公民館

毎週木曜日 9:30 ～ 11:30 市役所本庁舎

※ 相談内容によっては、改善が困難な場合もあります。
その場合には、改善が困難な理由などを説明しています。
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